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古川第五小学校

高　土　愛　彩

不動堂小学校

安　田　誉　周

古川第五小学校

三　浦　唯　愛

中埣小学校

佐　藤　弘　陵

不動堂小学校
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中埣小学校
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古川第五小学校

今　野　芽　依

古川第五小学校

佐々木　美　桜

古川第五小学校

髙　柳　万　葉

古川第四小学校

高　橋　瞭　太

小牛田小学校

阿　部　真梨亜

古川第四小学校

菅　藤　七　海

不動堂小学校

児　玉　楓　梨

古川第四小学校

佐　藤　　　塁

古川第四小学校

今　野　瑠　菜

古川第五小学校

佐　藤　美　玖

古川第五小学校

岡　本　莉　望

古川第四小学校

野　田　りりか

古川第四小学校

相　澤　恵　雅

応募作品応募作品第12回税に関する絵はがきコンクール　第12回税に関する絵はがきコンクール　
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謹
ん
で
初
春
の

　 

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

大
崎
法
人
会
の
皆
様
に
は
平
素
か
ら
税
務
行
政
の
円

滑
な
運
営
に
つ
き
ま
し
て
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
、
e
―

T
a
x
の
利
用
拡
大
を
は
じ

め
、
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
周
知
・

広
報
や
丁
寧
な
相
談
対
応
に
取
り
組
む
所
存
で

す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
一
日
も
早
い

収
束
と
法
人
会
並
び
に
会
員
皆
様
の
益
々
の
ご

発
展
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

謹 

賀 

新 

年

コ
ロ
ナ
禍
中　

終
息
を
願
い
つ
つ
謹
ん
で
新
年
の

ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

大
崎
法
人
会
は
、「
税
の
啓
発
活
動
」「
企
業
支

援
活
動
」「
相
互
扶
助
の
社
会
貢
献
活
動
」
の
公

益
事
業
を
通
し
て
、
地
域
社
会
の
繁
栄
に
取
組
ん

で
参
り
ま
す
。

こ
の
災
禍
の
一
日
も
早
い
終
息
を
心
よ
り
願
い
皆

様
の
益
々
の
ご
発
展
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

ＩＴ委員長
鈴　木　隆　夫
㈲富久屋（古川）

研修委員長
大崎支部長

佐　藤　祥　温
白蘭わた㈱（田尻）

加美支部長
髙　橋　伸　幸
㈲カーサポート高橋（加美）

遠田支部長
及　 川  　　毅
㈱丸文建設（遠田）

公益社団法人　大崎法人会
　会 長　市 川 雅 朗

古川税務署
　署 長　佐 々  木  優 氏

社会貢献委員長
髙　橋　和　宏
㈱仙北製材所（古川）

組織委員長
早　坂　竜　太
㈱古川土地（古川）

総務委員長
佐　藤　充　秀
㈲三本木衛生興業（古川）

広報委員長
玉造支部長

高　橋　聖　也
㈲勘七湯（鳴子）

副会長
中　鉢　和三郎
㈲鳳商事（鳴子）

厚生委員長
古川支部長

菊　地　敏　之
㈱菊才商店（古川）

副会長
江　村　克　志
㈱江村工務店（田尻）

税制委員長
佐々木　壽　彦
㈱壽（岩出山）

筆頭副会長
松　倉　善　昭
㈱松倉（古川）

副会長
鎌　田　裕　明
鎌田醤油㈱（遠田）
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要望日：令和２年12月７日（月）

会　場：大崎市庁舎市長応接室／大崎市三本木総合支所議長応接室

内　容：『令和３年度要望と地方税に関する要望書の提出』

大崎市長と大崎市議会議長へ
税制改正要望書を提出

活動
アラ

カ
ルト

仙
台
国
税
局
長
表
彰

古
川
税
務
署
長
表
彰

筆
頭
副
会
長

　
松
　
倉
　
善
　
昭 

氏

㈱
　
松
　
倉
　
　
　
　

代
表
取
締
役
　
　

（
大
崎
市
古
川
）

理
事
　
伊
　
藤
　
恵
　
美 

氏

㈱
フ
ジ
ヒ
ロ
　
　
　
　

代
表
取
締
役
　
　

（
美
里
町
）

令和二年度納税表彰

受
　

彰
　

日
　
　

令
和
元
年
11
月
12
日
（
木
）

会
　
　
場
　
　

古
川
税
務
署

受
彰
経
緯
　
　

申
告
納
税
制
度
の
普
及
発
展
と

納
税
思
想
の
向
上
に
尽
力

受
　

彰
　

日
　
　

令
和
２
年
11
月
12
日
（
木
）

会
　
　
場
　
　

古
川
税
務
署

受
彰
経
緯
　
　

申
告
納
税
制
度
の
普
及
発
展
と

納
税
思
想
の
向
上
に
尽
力
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活動
アラ

カ
ルト

　11月19日をもちましてクラウドファンディングが終了いたしました。皆様から多大なるご協力を
いただき、このプロジェクトを終了することが出来ました。本当にありがとうございます。お陰様
で250名の方々にご協力いただき、支援総額は７１５，０００円となりました。多くの皆様からのサ
ポートに感謝申し上げます。250名の中には１度だけでなく何度も申し込んでいただいた方もい
らっしゃいました。本当に感謝、感謝、感謝です。
　このプロジェクトは社会貢献委員会に集まっていただいた委員の方々が「このコロナ禍の中、私
たちに何ができるのか？」という課題に真剣に向き合い、熱い話し合いの中から生まれました。ク
ラウドファンディングは初めての試みだったため、課題・反省も多く、改善点は今後の委員会活動
に生かしていきたいと思います。
　最後に、新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか収まらない状況ですが、今後も夢まつりの仲
間たちを、温かく見守り続けていただけますようお願い申し上げます。
 社会貢献委員長　髙橋　和宏　

支援総額

715,000円
支援総額

715,000円
支援総額

715,000円

クラウドファンディング
終了のご報告・お礼

感謝
感謝
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古川第五小学校で租税教室 古川第五小学校で租税教室
日　時：令和２年12月２日（水）

場　所：大崎市立古川第五小学校

内　容：『租税教室の開催』

講　師：税制委員長　佐々木壽彦 氏

対　象：６年生
　　　　　児童74名

担　当：税制委員会

日　時：令和２年12月２日（水）

場　所：大崎市立古川第五小学校

内　容：『租税教室の開催』

講　師：女性部会　佐藤　恭子 氏

対　象：６年生
　　　　　児童74名

担　当：女性部会

活動
アラ

カ
ルト

西小野田小学校で租税教室 世界農業遺産に関する研修会
日　時：令和２年11月18日（水）

場　所：アインパルラ浦島

内　容：『SDGsx世界農業遺産で
持続可能な地域の未来を共創する』

講　師：（一社）
ロハス・ビジネス・

アライアンス共同　

代表　大和田順子 氏

担　当：古川支部

日　時：令和２年11月17日（火）

会　場：加美町立西小野田小学校

内　容：『租税教室の開催』

講　師：青年部会長　操　義克 氏

対　象：６年生
　　　　　児童12名

担　当：青年部会
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●インターネットを利用できる端末があれば、利用
可能です！

●インターネットバンキングの契約は不要！
●e-Taxの利用者識別番号（ID）と暗証番号（PW）
のみで納付手続が行えます！
▶電子証明書の添付やICカードリーダライタ
は不要です！

国税庁国税庁

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。

「ダイレクト納付利用届出書」 にご利用を希望する預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署に提出
してください。
　なお、納付する際に預貯金口座を選択するには、ご利用になられるすべての預貯金口座についてあらかじめ
「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要があります。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1か月程度
　かかります。メッセージボックスに登録完了メッセージが格納されるとダイレクト納付をご利用いただけます。

e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」をオンラインで
提出し、利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。
※既に利用者識別番号を取得済の方は二重に手続することのないようにご注意ください。

ダイレクト納付を利用するには

地方税より
納付方法のご案内
地方税より

納付方法のご案内

e-Taxの利用開始手続をする

ダイレクト納付利用届出書を提出する

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある

○『地方税共通納税システム』から、個人住民税（特別徴収分）も電子納付を
　することができます。
　詳しくはeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。
　※国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ手続が必要となります。
　　なお、地方税共通納税システムは、地方税共同機構が運営しています。

●金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！
▶源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
●即時又は納付日を指定して納付することができます！
●税理士が納税者に代わって納付手続を行うことができます！
●納付する際に、預貯金口座を選択できます！
●納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできます！
　（P4「ダイレクト納付を利用した予納」をご覧ください）

簡単 便利

　e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又
は納付情報の登録をした後に、簡単な操作で、あらかじめ
届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した
期日に納付することができる便利な電子納税の手段です。

ダイレクト
納付

ダイレクト
納付

をご利用く
ださい

をご利用く
ださい

国税の納付は、
簡単・便利な簡単・便利な

詳しくはこちら
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1

インターネットを利用できる端末があれば、利用
可能です！
インターネットバンキングの契約は不要！
e-Taxの利用者識別番号（ID）と暗証番号（PW）
のみで納付手続が行えます！
電子証明書の添付やICカードリーダライタ
は不要です！

国税庁国税庁

利用可能金融機関は国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）でご確認ください。

「ダイレクト納付利用届出書」（P3）にご利用を希望する預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署に
提出してください。
　なお、納付する際に預貯金口座を選択するには、ご利用になられるすべての預貯金口座についてあらかじめ
「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要があります。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、「ダイレクト納付利用届出書」を書面で提出してから、1か月程度
　かかります。メッセージボックスに登録完了メッセージが格納されるとダイレクト納付をご利用いただけます。

e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp）から、「e-Taxの開始届出書」をオンラインで
提出し、利用者識別番号を取得してください（即時発行されます）。
※既に利用者識別番号を取得済の方は二重に手続することのないようにご注意ください。

ダイレクト納付を利用するには

地方税より
納付方法のご案内
地方税より

納付方法のご案内

e-Taxの利用開始手続をする

ダイレクト納付利用届出書を提出する

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある

○『地方税共通納税システム』から、個人住民税（特別徴収分）も電子納付を
　することができます。
　詳しくはeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。
　※国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ手続が必要となります。
　　なお、地方税共通納税システムは、地方税共同機構が運営しています。

●金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません！
▶源泉所得税を毎月納付している方に便利です！
●即時又は納付日を指定して納付することができます！
●税理士が納税者に代わって納付手続を行うことができます！
●納付する際に、預貯金口座を選択できます！
●納期限前の計画的な納付（予納）が簡単にできます！
　（P4「ダイレクト納付を利用した予納」をご覧ください）

簡単 便利

　e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又
は納付情報の登録をした後に、簡単な操作で、あらかじめ
届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した
期日に納付することができる便利な電子納税の手段です。

ダイレクト
納付

ダイレクト
納付

をご利用く
ださい

をご利用く
ださい

国税の納付は、
簡単・便利な簡単・便利な

詳しくはこちら

申告時の納付額
10
10
10
10

10
10

・
・

予納10 予納10 予納10 予納10 予納10

定期的に均等額を納付する場合

額
税
納
告
申

　100

納期限４月×日 5月×日 6月×日 7月×日 8月 ×日

納
予

９0
納
予

９0

例

事前に納付日・納付（予納）金額を登録

　e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問は「e-Tax・作成コーナー
ヘルプデスク」（TEL.0570-01-5901）へお問い合わせください。
　ヘルプデスクの受付時間は、月曜日～金曜日 ９時～17時（土日祝日及び12月29日～１月３日を除きます。）です。

　利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Q&A）に関する最新の情報に
ついてe-Taxホームページで詳しくお知らせしておりますのでご覧ください。

インターネット
バンキングで
電子納税

モバイルバンキングで
電子納税

ATMで
電子納税

電子納税が利用可能な金融機関（インターネットバンキング等の利用の可否）については、
Webサイト「ペイジー（https://www.pay-easy.jp）」でご確認ください。

イータックスe-Taxホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp

　ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税
期間中に、あらかじめ納付日や納付金額等をe-Taxに登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替に
より納付（予納）することができます。
　納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて任意の
タイミングで納付することができます。
　利用可能税目は、申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税（地方法人税）・消費税及び地方消費税です。
　利用方法など詳細については、国税庁ホームページにある
　「ダイレクト納付を利用した予納（e-Taxソフト（WEB版））の流れ」をご覧ください。

　ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバン
キング、又はATMを利用して電子納税ができます（ダイレクト納付同様、電子証明書等は不要です。）。
　スマートフォンやタブレット端末からも電子納税（ダイレクト納付）が利用できます。
　（注）電子納税を利用する場合、事前にe-Taxの利用開始手続が必要となります。

金融機関とインターネットバンキングの
契約をしておけば、インターネットバン
キングにログインし、納税することがで
きます。

金融機関とモバイルバンキングの契約を
しておけば、お持ちの携帯端末からモバ
イルバンキングにログインし、納税する
ことができます。

インターネットを利用できる環境が
なくても、金融機関のATMから納
税することができます。

ダイレクト納付を利用した予納

その他の電子納税

電子納税の利用可能時間 下記のe-Taxの利用可能時間内で、かつ、ご利用の金融機関のシステムが
稼働している時間となります。

e-Taxの利用可能時間 月曜日～金曜日（休祝日及び12月29日～１月３日を除きます。） 24時間
（注）休祝日の翌稼働日は8時30分からご利用いただけます。
毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日の８時30分～24時

※利用可能時間については、メンテナンス作業等により変更する場合や、時期により延長する場合がありますので、事前にe-Taxホームページでご確認ください。

利用可能時間

お問い合せは、古川税務署管理運営部門　TEL0229−22−1711（内線111）



仙台支店
〒980－0811　
宮城県仙台市青葉区一番町１－８－３
TEL.022－221－2532　FAX.022－215－5364
午前９時～午後５時
（土・日・祝日・年末年始を除く）

市川　雅朗


